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我が国の労働市場の現状と課題

2040 年までの人口推計を見ると、今後、生産年齢人口は急減し、労働力供給制約はよりその厳しさを増していくことが見込まれており、
持続的な経済成長を実現するためには、労働供給力強化が必要。

そのためには、17 の戦略分野等の成長分野における人的資本投資の促進や成長分野への円滑な労働移動といった労働生産性の向上に向
けた取組を進めていくとともに、女性や高齢者をはじめとした、多様な人材の労働参加の促進に向けた改革を進めていく必要。

実質労働生産性の上昇率は、1990 年代以降徐々に低下し、2000 年代以降は１％前後にと
どまる。2011～2019 年における名目労働生産性の上昇率を要因分解すると、主要先進国と比
較して人的資本投資を含めた無形資産投資の寄与が弱く、労働生産性の向上に向けては、人的
資本投資の推進が重要。

また、労働力供給制約下においても、将来にわたって必要な社会サービスを確保するために、
社会を支える社会インフラ関連職の労働生産性の向上等に取り組むことが重要。
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（出所）「転職希望者数・転職者数」は、総務省「労働力調査」を基に厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
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（出所）総務省「労働力調査（基本集計）」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」を基に厚生労働省政策統括官付 
政策統括室にて作成。

労働者が転職を希望しながら転職活動をしていない理由として、「転職しても自分の希望条
件は満たされそうにない」といった理由のほか、「自分にあった仕事がわからない」、「仕事
の探し方がわからない」といった理由が挙げられている。

労働力がより希少になる中で、我が国の経済全体の効率性を高めていくとともに、必要な
サービス提供を維持するためには、労働者の希望に応じて、成長分野や社会を支えるインフラ
関連分野への労働移動を進め、希少な労働力がより効率的に活用される労働市場の整備が必要。

生産年齢人口の減少に伴う労働力供給制約が進む中、長時間労働が可能な一部の者に依存す
る働き方では、持続的な成長は見込めない。女性や高齢者、障害者、さらには自身の創造的な
能力を発揮したい者など、多様な事情や希望を持つ誰もが働きやすい労働環境を整備し、心身
の健康維持と従業者の選択を前提に、柔軟で多様な働き方の実現が不可欠。

（出所）「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画～人・技術・スタートアップへの投資の実現～」（令和４
年６月７日閣議決定）
（注）内閣府「国民経済計算」、JIPデータベース等を利用し、学習院大学経済学部宮川努教授が推計を行ったも
の（平成30年版労働経済白書にも掲載）

企業の人材投資（OJT以外）の国際比較（対GDP比）

（年）

３ .多様な人材の労働参加の促進

２ .労働者の希望に応じた円滑な労働移動の促進

１ .処遇向上に向けたリ・スキリング支援や労働生産性の向上
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３ .多様な人材の労働参加の促進

１ .処遇向上に向けたリ・スキリング支援や労働生産性の向上

・労働移動を希望する労働者のニーズを踏まえ、失業中の生

活保障等の役割を維持した上で、労働力がより希少になる中

での雇用保険制度における対応の在り方を検討

・スキルの情報、教育訓練プログラムと職業に関する情報等

のデータ連携の強化

・労働に関する情報を一元的に提供する総合的データプラッ

トフォーム「みんなの労働ナビ」の利便性の向上のため、各

種支援制度の申請画面への遷移やAI機能の装備を検討

・AI等の活用等による、雇用関係助成金の申請時等の負担軽

減のためのDX化や、ハローワークのマッチング機能の強化

・戦略分野等の業所管省庁と連携し、スキルの可視化からプログラム開発・提供までを一気通貫で支援、

効果検証による好循環を実現。人材開発支援助成金による支援の在り方や業所管大臣がプログラム認定制

度を創設した場合、精査の上、専門実践・特定一般教育訓練給付金の対象とすることを検討。

・中央・地域職業能力開発促進協議会において、産業界等と連携して必要とされる人材ニーズ等を踏まえ

た職業訓練機会の創出等を推進。ミドルシニア層を含めた実践的な職業訓練機会の確保を推進。

・生産性向上人材育成支援センター等における個別企業への伴走支援や経営者等に対する支援の強化。

・雇用保険を受給できない非正規雇用労働者等の職業訓練の受講に向けた支援の在り方の検討

・医療・介護・障害福祉等の地域の社会インフラを支える分野の人材育成等を通じた生産性の向上やハ

ローワークにおける社会インフラ関連分野のマッチング支援の強化等による必要な担い手の確保

・手数料率等を確認できる人材サービス総合サイトの活用促進、適正紹介事業者の利用促進による民間職

業紹介の「見える化」

・労働時間法制等に係る政策対応については、夏以降の労働政策審議会において議論。

➢ 裁量労働制について、現場の実態や労使双方の立場を十分に踏まえて、健康確保、

長時間労働防止、適切な処遇確保などの濫用防止措置を前提に、その対象の在り

方について、見直しの検討を行う。

➢ 変形労働時間制について、他律的な要因に十分対応できていない現場の実態や、

労働者の生活時間や予見可能性の確保にも留意しつつ検討を進める。

➢ その他、連続勤務規制や勤務間インターバル制度の法的位置付け、副業・兼業に

当たっての健康確保などについて、現場の実態や労使双方の立場を十分に踏まえ

て、検討を進める。

・36 協定の締結等に係る相談支援を充実する。労働基準監督署で労働時間や労働者

の健康確保措置に関する労使の合意に則った指導が行われるよう見直す。

・女性活躍に向けた企業向けアウトリーチ・伴走型支援を行う。「共育（トモイク）

プロジェクト」等により、仕事と育児・介護との両立や共働き・共育てを推進する。

・高齢期の多様なニーズや健康状態に応じた就業機会の提供のための職務の切り出し

支援に取り組む。

・非正規雇用労働者の処遇改善に向けた改正「同一労働同一賃金ガイドライン」の周

知を徹底する。

・障害者雇用の「質」の向上に向けた取組促進や難病患者の就労促進など雇用率制度

の在り方についての検討を行う。等

働き方改革推進支援センターを中心として、よろず支援拠点等との相互連携を強化することによる、

労務相談のみならず経営課題の相談にも対応できる新たなネットワークの構築

柔軟で多様な働き方の実現に向けた労働時間法制等

更なる労働参加の促進やスキルと能力を十分に発揮できる環境の整備

戦略的なリ・スキリングの推進等

社会インフラ関連分野の生産性の向上、担い手の確保

４ .中小企業をはじめとした、企業の
人材マネジメントへの支援

２.労働者の希望に応じた円滑な労働移動の促進
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